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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペット用使い捨ておむつであって、
　背側胴周り域と、腹側胴周り域と、該背側胴周り域と腹側胴周り域の間に位置する股下
域と、
　前記ペット用使い捨ておむつがペットに装着されていない状態において、前記背側胴周
り域と前記股下域と前記腹側胴周り域が連続する方向であるおむつ長手方向と、該おむつ
長手方向と交差する方向であるおむつ長手交差方向と、
　前記おむつ長手方向上における両端部と、前記おむつ長手交差方向上における両端部と
、
　前記おむつ長手方向の所定領域に設けられた尻尾挿通開口と、
　前記おむつ長手方向において前記尻尾挿通開口の一方側に形成され、前記股下域と前記
腹側胴周り域の所定領域に配置される吸収性コアと、
　前記吸収性コアが配置されていない領域である吸収性コア非配置領域と、
　前記腹側胴周り域に設けられるとともに所定の長さを有する止着部と、
　前記背側胴周り領域に設けられるとともに前記止着部を受ける止着領域と、
　前記おむつ長手方向に配置される伸縮性弾性部材と、
を有し、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットへ装着する状態においては、前記背側胴周り
域が前記ペットの背に密接されつつ、前記股下域および前記腹側胴周り域が前記ペットの
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股間乃至腹に被覆されるとともに、前記止着部が前記止着領域に止着され、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、排泄時の前
記吸収性コアの重量が前記止着部の長手方向で受けられるとともに、前記伸縮性弾性部材
の収縮により前記股下域の一部が起立され第１の起立部を形成することを特徴とするペッ
ト用使い捨ておむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載されたペット用使い捨ておむつであって、
　前記吸収性コアが配置されていない領域である吸収性コア非配置領域と、
　前記伸縮性弾性部材の収縮力を前記吸収性コア非配置領域に固定する固定部と、
を有し、
　前記第１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により、前記固定部と前記吸収性コア
との間における前記吸収性コア非配置領域が起立されて形成されることを特徴とするペッ
ト用使い捨ておむつ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記おむつ長手方向に配置される防漏シートを有することを特徴とするペット用使い捨
ておむつ。
【請求項４】
　請求項３に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記伸縮性弾性部材が、前記防漏シートに配置されていることを特徴とするペット用使
い捨ておむつ。
【請求項５】
　請求項２～４までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記防漏シートが前記伸縮性弾性部材の収縮により防漏壁を形成し、
　該防漏壁と前記第１の起立部と前記吸収性コアで囲まれた排泄物収容空間を構成するこ
とを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【請求項６】
　請求項１～５までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記伸縮性弾性部材の収縮により防漏ギャザーを形成することを特徴とするペット用使
い捨ておむつ。
【請求項７】
　請求項１～６までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記第１の起立部が、前記股下域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と
、前記尻尾挿通開口との間に形成されていることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【請求項８】
　請求項１～７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮
性弾性部が収縮しており、前記第１の起立部が形成されていることを特徴とするペット用
使い捨ておむつ。
【請求項９】
　請求項１～９までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、前記伸縮性
弾性部材の収縮が継続しており、前記第１の起立部が形成されていることを特徴とするペ
ット用使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　請求項１～７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記腹側胴周り域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と、前記腹側胴周
り域のおむつ長手方向上の端部との間に形成される第２の起立部を有することを特徴とす
るペット用使い捨ておむつ。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮
性弾性部が収縮しており、前記第１の起立部および前記第２の起立部が形成されているこ
とを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、前記伸縮性
弾性部材の収縮が継続しており、前記第１の起立部および前記第２の起立部が形成されて
いることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【請求項１３】
　請求項１に記載されたペット用使い捨ておむつであって、
　前記伸縮性弾性部材における腹側方向の収縮力が前記股下域の前記吸収性コアに固定さ
れており、
　前記第１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により、前記股下域の吸収性コアが起
立されて形成されることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペット用使い捨ておむつに関する。
　特に、排泄物の漏れ防止に優れたペット用使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　犬や猫に代表されるペットを、家屋内で飼育することは一般的である。このため、種々
のペット用使い捨ておむつが販売されている。例えば、特開２００４－１５９５９１号に
示される構造のペット用使い捨ておむつが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５９５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図２５～図２６により、特開２００４－１５９５９１号に記載されたペット用使い捨て
おむつを説明する。図２５はペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図、図２６は
ペット用使い捨ておむつをペットに装着した状態の説明図である。
　ペット用使い捨ておむつ１０００は、液透過性シート９９１０と、液抵抗性シート（図
示せず）と、この液透過性シート９９１０と液抵抗性シートの間に配置された吸収性コア
２０００とにより構成される。
　液透過性シート９９１０は液透過性の不織布により形成される。液抵抗性シートは液不
透過性プラスチックフィルムにより形成される。吸収性コア２０００は、パルプなどの
吸液性繊維と、高吸収性ポリマーとの混合物により形成される。
【０００５】
　ペット用使い捨ておむつ１０００は、腹側胴周り域１１１０と、背側胴周り域１１３０
と、腹側胴周り域１１１０と背側胴周り域１１３０の間に位置する股下域１１２０を有す
る。
　ペット用使い捨ておむつ１０００は、腹側胴周り域１１１０と股下域１１２０と背側胴
周り域１１３０に連続されるおむつ長手方向を有する。また、おむつ長手方向と交差する
おむつ長手交差方向を有する。
【０００６】
　おむつ長手方向上において、腹側胴周り域１１１０には端部１１１０Ａが形成され、背



(4) JP 5755630 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

側胴周り域１１３０には端部１１３０Ａが形成される。
　腹側胴周り域１１１０には腹側フラップ１１５０が形成される。腹側フラップ１１５０
は背側端部１１５０Ｂを有する。この背側端部１１５０Ｂは、腹側フラップ１１５０にお
けるおむつ長手交差方向の端部から、吸収性コア２０００の端部２２２０におけるおむつ
長手交差方向上の位置にわたり連続して設けられる。
　ペット用使い捨ておむつ１０００をペットに装着した場合、腹側フラップ１１５０はペ
ットの脚Α１に対して比較的長い距離にて接する。
　腹側フラップ１１５０には多数のフックを備えた止着部３０００が配置される。
【０００７】
　腹側胴周り域１１１０から股下域１１２０に亘る所定の領域内に、吸収性コア２０００
が配置される。吸収性コア２０００が設けられていない股下域１１２０と背側胴周り域１
１３０の所定位置に、尻尾挿通開口１１９０が設けられる。
　背側胴周り域１１９０の所定位置にはターゲットテープからなる止着領域９０００が構
成される。ペット用使い捨ておむつ１０００をペットに着用する場合、止着部３０００の
フックを、止着領域９０００へ係合させる。
　背側胴周り域１１３０には背側フラップ部１１６０が設けられる。
【０００８】
　ペット用使い捨ておむつ１０００におけるおむつ長手交差方向上の端部付近には脚周り
用伸縮性弾性部材４０００が配置される。この脚周り用伸縮性弾性部材４０００が収縮す
ることにより、図２６に示す脚周りギャザー４４１０が形成される。この脚周り用伸縮性
弾性部材４０００はおむつ長手方向において、腹側胴周り域１１１０の一部から股下域１
１２０に亘り配置される。この結果、脚周り用伸縮性弾性部材４０００の収縮力は、腹側
胴周り域１１１０の端部１１１０Ａおよび背側胴周り域１１３０の端部１１３０Ａには影
響を及ぼさない。
【０００９】
　ペット用使い捨ておむつ１０００におけるおむつ長手交差方向上の端部から内側に亘り
、防漏シート８０００が配置される。防漏シート８０００には防漏シート用伸縮性弾性部
材６０００が配置される。この防漏シート用伸縮性弾性部材６０００が収縮することによ
り、図示しない防漏ギャザーと防漏壁が構成される。
　なお、防漏シート用伸縮性弾性部材６０００の腹側胴周り域側の端部は、使い捨てペッ
ト用おむつ１０００の長手方向端部１１１０Ａまで達していない。また、防漏シート用伸
縮性弾性部材６０００の背側端部は、尻尾挿通開口１１９０を超えて配置される。
【００１０】
　ペット用使い捨ておむつ１０００をペットに装着する場合、背側胴周り域１１３０をペ
ットの背にあて、股下域１１２０および腹側胴周り域１１１０をペットの股下および腹に
あてる。この状態で、止着部３０００を止着領域９０００に固定する。
【００１１】
　一方、上述の通り、従来のペット用使い捨ておむつ１０００は、防漏シート用伸縮性弾
性部材６０００における背側胴周り域１１３０側の端部が、尻尾挿通開口１１９０を超え
て配置されている。この結果、吸収性コア２０００の端部２２２０と尻尾挿通開口１１９
０の領域は、この端部２２２０から尻尾挿通開口１１９０へ向けて起立されていた、この
起立された領域と、吸収性コアとの間で排泄物を受け入れる空間が形成されていた。
　しかし、防漏シート用伸縮性弾性部材６０００の収縮力が、尻尾挿通開口１１９０を超
えた領域から発生しているため、この端部２２２０と尻尾挿通開口１１９０間の領域を引
っ張る力は強くなかった。よって、この端部２２２０と尻尾挿通開口１１９０間の起立に
より形成される排泄物を受け入れる空間は、形状を保つのが困難であった。
　この結果、ペットの排泄物が漏れてしまう可能性があった。
【００１２】
　本発明は、このような点に鑑みて創案されたものであり、排泄物の漏れを良好に防止で
きるペット用使い捨ておむつを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るペット用使い捨ておむつにおいては、背側胴周り域と、腹側胴周り域と、
該背側胴周り域と腹側胴周り域の間に位置する股下域と、前記ペット用使い捨ておむつが
ペットに装着されていない状態において、前記背側胴周り域と前記股下域と前記腹側胴周
り域が連続する方向であるおむつ長手方向と、該おむつ長手方向と交差する方向であるお
むつ長手交差方向と、前記おむつ長手方向上における両端部と、前記おむつ長手交差方向
上における両端部と、前記おむつ長手方向の所定領域に設けられた尻尾挿通開口と、前記
おむつ長手方向において前記尻尾挿通開口の一方側に形成され、前記股下域と前記腹側胴
周り域の所定領域に配置される吸収性コアと、前記吸収性コアが配置されていない領域で
ある吸収性コア非配置領域と、前記腹側胴周り域に設けられるとともに所定の長さを有す
る止着部と、前記背側胴周り領域に設けられるとともに前記止着部を受ける止着領域と、
前記おむつ長手方向に配置される伸縮性弾性部材と、
を有する。
　さらに、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットへ装着する状態においては、前記背
側胴周り域が前記ペットの背に密接されつつ、前記股下域および前記腹側胴周り域が前記
ペットの股間乃至腹に被覆されるとともに、前記止着部が前記止着領域に止着される。
　さらに、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、排
泄時の前記吸収性コアの重量が前記止着部の長手方向で受けられるとともに、前記伸縮性
弾性部材の収縮により前記股下域の一部が起立され第１の起立部を形成する。
【００１４】
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記吸収性コアが配置されていない領域
である吸収性コア非配置領域と、前記伸縮性弾性部材の収縮力を前記吸収性コア非配置領
域に固定する固定部と、を有し、前記第１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により
、前記固定部と前記吸収性コアとの間における前記吸収性コア非配置領域が起立されて形
成される。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記おむつ長手方向に配置される防漏シ
ートを有する。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記伸縮性弾性部材が、前記防漏シート
に配置されている。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記防漏シートが前記伸縮性弾性部材の
収縮により防漏壁を形成し、該防漏壁と前記第１の起立部と前記吸収性コアで囲まれた排
泄物収容空間を構成する。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記伸縮性弾性部材の収縮により防漏ギ
ャザーを形成する。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記第１の起立部が、前記股下域におけ
る前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と、前記尻尾挿通開口との間に形成されてい
る。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペッ
トに装着する状態においては、すでに前記伸縮性弾性部が収縮しており、前記第１の起立
部が形成されている。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペッ
トが装着している状態においては、前記伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前記第１
の起立部が形成されている。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記腹側胴周り域における前記吸収性コ
アのおむつ長手方向上の端部と、前記腹側胴周り域のおむつ長手方向上の端部との間に形
成される第２の起立部を有する。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペッ
トに装着する状態においては、すでに前記伸縮性弾性部が収縮しており、前記第１の起立
部および前記第２の起立部が形成されている。
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　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記ペット用使い捨ておむつを前記ペッ
トが装着している状態においては、前記伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前記第１
の起立部および前記第２の起立部が形成されている。
　また、本発明に係る解決手段の一態様として、前記伸縮性弾性部材における腹側方向の
収縮力が前記股下域の前記吸収性コアに固定されており、前記第１の起立部は、前記伸縮
性弾性部材の収縮により、前記股下域の吸収性コアが起立されて形成される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、伸縮性弾性部材の固定部と前記吸収性コアとの間における前記吸収性コア
非配置領域とが、該伸縮性弾性部材の収縮により起立される起立部を有する。この起立部
により、排泄物を収容する空間が形成される。よって、ペット用使い捨ておむつは、排泄
物の漏れを良好に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図
である。
【図２】吸収コア非配置領域を示すペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図であ
る。
【図３】腹側フラップ部の構成を示す平面図である。
【図４】腹側フラップ部の好適な構造を特定するための測定に係る説明図である。
【図５】ペット用使い捨ておむつとペットの脚との関係を表わす説明図である。
【図６】防漏シート固定部を示すペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図である
。
【図７】図１におけるＡ‐Ａ線断面図である。
【図８】図１におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図９】図１におけるＣ－Ｃ線断面図である。
【図１０】脚周り用伸縮性弾性部材と胴周り用伸縮性弾性部材の構成を表わす説明図であ
る。
【図１１】脚周り用伸縮性弾性部材と胴周り用伸縮性弾性部材の作用を表わす説明図であ
る。
【図１２】図１におけるＤ－Ｄ線断面図に係る説明図である。
【図１３】ペット用使い捨ておむつをペットに装着する際の背側胴周り域に係る説明図で
ある。
【図１４】ペット用使い捨ておむつをペットに装着する際の腹側胴周り域に係る説明図で
ある。
【図１５】ペット用使い捨ておむつをペットに装着した状態の説明図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図１８】本発明の第５の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図１９】本発明の第６の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図２０】本発明の第７の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図２１】本発明の第８の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
【図２２】本発明の第９の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面
図である。
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【図２３】本発明の第１０の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平
面図である。
【図２４】本発明の第１１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつを展開した状態の平
面図である。
【図２５】従来技術のペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図である。
【図２６】従来技術のペット用使い捨ておむつをペットに装着した状態の説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（第１の実施形態）
　以下に、本発明の第１の実施形態を図１～図１５により説明する。
【００１８】
　図１はペット用使い捨ておむつを展開した状態の平面図である。本実施の形態において
「ペット」とは、脊椎動物（哺乳類、爬虫類、鳥類、両性類）や無脊椎動物を広く包含す
るが、典型的には猫、犬、ウサギ、ハムスター、馬、牛、豚、山羊といった愛玩動物がこ
れに該当する。本実施の形態において、「展開した状態」もしくは「展開状態」とは、ペ
ットに装着されていない状態のペット用使い捨ておむつを解放し、伸縮性弾性部材の収縮
力が発現していない状態を示す。
【００１９】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、腹側胴周り域１１０と、背側胴周り域１３０と、腹
側胴周り域１１０と背側胴周り域１３０の間に配置される股下域１２０を有する。ペット
がペット用使い捨ておむつ１００を着用した場合において、腹側胴周り域１１０はペット
の腹に、背側胴周り域１３０はペットの背に、股下域１２０はペットの股下にそれぞれ当
接される。
　この腹側胴周り域１１０、背側胴周り域１３０、股下域１２０が、本発明に係る「背側
胴周り域と、腹側胴周り域と、該背側胴周り域と腹側胴周り域の間に位置する股下域」の
それぞれ一例である。
【００２０】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、図１に示される展開状態において、腹側胴周り域１
１０と股下域１２０と腹側胴周り域１３０が連続する方向であるおむつ長手方向Ｙと、お
むつ長手方向Ｙと交差する方向であるおむつ長手交差方向Ｘとを有する。本明細書におい
て「交差する」とは、特に説明を行わない限り「直交する」ことを示す。
　このおむつ長手方向Ｙと、おむつ長手交差方向Ｘとが、本発明に係る「前記ペット用使
い捨ておむつがペットに装着されていない状態において、前記背側胴周り域と前記股下域
と前記腹側胴周り域が連続する方向であるおむつ長手方向と、該おむつ長手方向と交差す
る方向であるおむつ長手交差方向」の一例である。
　なお、股下域１２０は、少なくとも後述する尻尾挿通用口１９０と、吸収性コア２００
の背側端部を含む一部の領域を含むものである。
【００２１】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、ペットに装着される側である内側表面１００Ｚ１と
、この内側表面１００Ｚ１と反対側の表面である外側表面１００Ｚ２とを有する。
　なお、本実施の形態において、内側表面１００Ｚ１をペット側表面、ペット装着面と記
す場合がある。
【００２２】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、おむつ長手方向Ｙ上において、腹側胴周り域１１０
に形成される端部１１０Ａと、背側胴周り域１３０に形成される端部１３０Ａを有する。
　この端部１１０Ａと１３０Ａが、本発明に係る「前記おむつ長手方向上における両端部
」の一例である。
【００２３】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、おむつ長手交差方向Ｘ上において一対の端部１００
Ａを有する。端部１００Ａは、腹側フラップ部１５０におけるおむつ長手交差方向上の端
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部１５０Ａおよび背側端部１５０Ｂと、背側フラップ部１６０におけるおむつ長手交差方
向上の端部１６０Ａおよび腹側端部１６０Ｂと、腹側フラップ部１５０の背側端部１５０
Ｂと背側フラップ部１６０の腹側端部１６０Ｂとの間に位置する脚周り端部１２０Ａとに
亘り連続される。
　この端部１００Ａが本発明に係る「おむつ長手交差方向上における両端部」の一例であ
る。
【００２４】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、おむつ長手方向Ｙの所定領域に尻尾挿通開口１９０
を有する。尻尾挿通開口１９０は、内側表面１００Ｚ１と外側表面１００Ｚ２に亘り貫通
する弧状の開口用切込み１９１により形成される。
　なお、この第１の実施形態においては弧状の開口用切込み１９１により尻尾挿通開口１
９０を形成したが、環状の切込みにより円形の開口を設けることもできる。
　この尻尾挿通開口１９０が、本発明における「おむつ長手方向の所定領域に設けられた
尻尾挿通開口」の一例である。
【００２５】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、おむつ長手方向Ｙに、尻尾挿通開口１９０の一方側
に形成され、股下域１２０と腹側胴周り域１１０の所定領域に配置される吸収性コア２０
０を有する。吸収性コア２００は、腹側端部２１０と、背側端部２２０と、一対のおむつ
長手交差方向側端部２３０とを有する。
　吸収性コア２００は、粒子状や繊維状の高吸収性ポリマーとフラッフパルプとの混合物
や、粒子状や繊維状の高吸収性ポリマーとフラッフパルプと熱可塑性剛性樹脂繊維との混
合物により形成される。また、その型崩れや高吸収性ポリマーの脱落を防止するため、全
体がティッシュペーパーや親水性繊維不織布等の透液性シートで被覆されることが好まし
い。また、吸収性コア２００を、所定の厚みとすべく製造工程により圧縮することが好ま
しい。なお、高吸収性ポリマーは、合成ポリマー系、デンプン系、セルロース系などのも
のを適宜使用することができる。
　この吸収性コア２００が、本発明に係る「おむつ長手方向において尻尾挿通開口の一方
側に形成され、股下域と前記腹側胴周り域の所定領域に配置される吸収性コア」の一例で
ある。
【００２６】
　図２に示す通り、ペット用使い捨ておむつ１００において、吸収性コア２００が配置さ
れていない領域は吸収性コア非配置領域１７０とされる。
　この吸収性コア非配置領域１７０が、本発明に係る「該吸収性コアが配置されていない
領域である吸収性コア非配置領域」の一例である。
　吸収性コア非配置領域１７０において、吸収性コア２００の腹側端部２１０と、背側端
部２２０と、ペット用使い捨ておむつ１００の背側端部１３０Ａと隣り合うそれぞれの領
域は、後に説明する起立部７００を構成するための起立領域とされる。起立領域の内、吸
収性コア２００の腹側端部２１０と隣り合う領域は、腹側起立領域１７１とされる。また
、吸収性コア２００の背側端部２２０と隣り合う領域は、股下起立領域１７３とされる。
また、ペット用使い捨ておむつ１００の背側端部１３０Ａと隣り合う領域は、背側起立領
域１７２とされる。
【００２７】
　なお、ペット用使い捨ておむつ１００の設計次第では、この吸収性コア非配置領域１７
０の内、特に起立領域に吸収性コア２００の一部の構成が配置される場合がある。具体的
には、ティッシュペーパーや、パルプ繊維もしくは高吸水性ポリマーの一部が配置される
場合がある。そのような場合であっても、起立領域がその柔軟性を維持しており起立部７
００を形成するのであれば、実質的には吸収性コア非配置領域１７０が形成されており、
起立領域も同時に形成されているものとされる。
【００２８】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、腹側フラップ部１５０のおむつ長手交差方向上の両
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端部１５０Ａに、止着部３００を有する。
　図３に示す通り、止着部３００は止着部長手方向３００Ｘと、止着部長手交差方向３０
０Ｙとを有する。止着部長手方向３００Ｘにおいては、止着部３００がペット用使い捨て
おむつ１００に固定されている領域である固定部３２０と、止着領域９００に止着される
自由部３１０とを有する。
【００２９】
　止着部３００には、ポリオレフィン系の熱可塑性合成繊維から形成された繊維不織布ま
たはポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂から形成されたプラスチックフィルムが使用さ
れる。自由部３１０におけるおむつ内側表面１００Ｚ１側には、多数のフック（図示せず
）が取り付けられている。フックは、ポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂から形成され
ている。なお、このフックは止着領域９００に止着するための構成であるが、止着領域９
００の構造によっては他の構成を選択することができる。例えば、フックではなく粘着剤
を使用することができる。
　この止着部３００が、本発明に係る「前記腹側胴周り域に設けられるとともに所定の長
さを有する止着部」の一例である。
【００３０】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、フラップ部１４０Ａを有する。フラップ部１４０Ａ
は、おむつ長手交差方向上の両端部１００Ａにおける腹側胴周り域１１０のおむつ長手交
差方向に設けられた一対の腹側フラップ部１５０と、おむつ長手交差方向上の両端部１０
０Ａにおける背側胴周り域１３０のおむつ長手交差方向上に設けられた一対の背側フラッ
プ部１６０とにより構成される。フラップ部１４０Ａは、ペット用使い捨ておむつ１００
のおむつ長手交差方向上の端部１００Ａ同士を結んだおむつ長手交差方向Ｘ上における直
線の内、最も短い箇所である端部１００Ａ上の点である最小幅点１００ＡＰを通過するお
むつ長手方向上の仮想線１００Ｙ１により規定される。すなわちこの仮想線１００Ｙ１は
フラップ境界線とされ、一対のフラップ境界線１００Ｙ１よりも外側の領域がフラップ部
（腹側フラップ部１５０、背側フラップ部１６０）とされる。一方、一対のフラップ境界
線１００Ｙ１同士の内側の領域が本体部１４０Ｂとされる。
【００３１】
　図３に示す通り、腹側フラップ部１５０においては、そのおむつ長手交差方向上の端部
１５０Ａから止着部３００の自由端３１０が突出される。この端部１５０Ａと止着部３０
０の境界において、止着部３００における止着部長手交差方向３００Ｙを２分した点が止
着部中間点３００Ｐ１とされる。
　また、腹側フラップ部１５０の背側端部１５０Ｂは弧状であり、腹側フラップ部１５０
のおむつ長手交差方向上の端部１５０Ａから脚周り端部１２０Ａにわたり連続する。
【００３２】
　次に腹側フラップ部１５０として好適な構造を、図４～図５に基づき説明する。
　図４において、おむつ長手方向中心線１００Ｙ２は、ペット用使い捨ておむつ１００に
おけるおむつ長手交差方向Ｘの中心を通過する。つまり、おむつ長手方向中心線１００Ｙ
２は、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａを２分した位置である腹側端部
中心点１１０ＡＰと、背側端部１３０Ａを２分した位置である背側中心点１３０ＡＰとを
結ぶ線上に位置する。
　さらに、おむつ長手方向中心線１００Ｙ２上における、腹側端部１１０Ａと背側端部１
３０Ａとを結んだ長さがおむつ長手方向長さＤ１とされる。
　さらに、おむつ長手方向長さＤ１を２分した位置が、おむつ中心点１００Ｐとされる。
【００３３】
　本発明の発明者は、腹側フラップ１５０を構成するにあたり、止着部３００の止着部中
心点３００Ｐ１とおむつ長手方向中心線１００Ｙ２とを結んだ直線と、腹側フラップ部１
５０の背側端部１５０Ｂの形状との関係に着目し、鋭意検討を行った。
　特に、止着部３００の止着部中心点３００Ｐ１からおむつ長手方向中心線１００Ｙ２に
伸ばした直線の内、腹側フラップ部１５０の背側端部１５０Ｂを経由した最短の直線距離
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３００Ｌと、おむつ中心点１００Ｐとが交わる点である最短直線点３００Ｐ２との関係に
着目した。
　その結果、最短直線点３００Ｐ２が、おむつ中心点１００Ｐよりもペット用使い捨てお
むつ１００の腹側端部１１０Ａ方向にある場合、腹側フラップ１５０として好適な構成と
なることを見出した。
【００３４】
　すなわち、最短直線点３００Ｐ２の位置は、腹側フラップ１５０の背側端部１５０Ｂの
形状と大きな関係がある。背側端部１５０Ｂは、前述の如く弧状とされ、フラップ部１５
０の長手交差方向端部１５０Ａと、ペット用使い捨ておむつ１００の脚周り端部１２０Ａ
に亘り形成される。
　この点、最短直線点３００Ｐがおむつ中心点よりも背側胴周り域１３０側に位置する場
合を仮定する。この場合、腹側フラップ部１５０の背側端部１５０Ｂと脚周り端部１２０
Ａとの接続位置は、本発明に係る構成よりも背側胴周り域１３０側となる。この結果、腹
側フラップ部１５０の面積は大きくなる。よって、ペット用使い捨ておむつ１００をペッ
トαに着用した場合、腹側フラップ部１５０がペットの脚Α１に接触する長さが長くなる
。
　一方、本発明に係る最短直線点３００Ｐ２の位置であると、図５に示す通り、腹側フラ
ップ１５０の面積を小さくすることができ、腹側フラップ部１５０の背側端部１５０Ｂと
ペットの脚α１とが接触する長さを減ずることができる。
【００３５】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、様々な大きさのペットに対応し、様々な大きさのも
のが提供されている。ここで、ペットを犬または猫と限定する。この場合、最短直線点３
００Ｐ２と、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部中心点１１０ＡＰとを結んだ距離
である測定長さＤ２が１７０ｍｍ～２５０ｍｍとすると、いずれの大きさのペット用使い
捨ておむつ１００であっても、好適な腹側フラップ部１５０とすることができる。
【００３６】
　さらに、測定長さＤ２と、ペット用使い捨ておむつ１００のおむつ長手方向長さＤ１と
の関係についても検討を行った。この結果、おむつ長手方向長さＤ１に対する測定長さＤ
２の割合が、４５．５％～５０．０％であると、いずれの大きさのペット用使い捨ておむ
つ１００であっても、好適な腹側フラップ部１５０とすることができる。
【００３７】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、止着領域９００を有する。止着領域９００は、止着
部３００に着脱可能に止着される。
　止着領域９００は、背側胴周り域１３０の外側表面１００Ｚ２に接着される。止着領域
９００は、ポリオレフィン系の熱可塑性合成樹脂繊維から形成された繊維不織布またはポ
リオレフィン系の熱可塑性合成樹脂から形成されたプラスチックフィルムに、ポリオレフ
ィン系の熱可塑性合成樹脂からなる多数のループ（図示せず）を取り付けたターゲットテ
ープにより構成される。一方、止着部３００の自由部３１０におけるフックの構成次第で
は、ターゲットテープを使用せずに、おむつ外側表面１００Ｚ２を構成する不織布に、直
接的に止着部３００を止着する構成とすることができる。この場合、止着領域９００は、
おむつ外側表面１００Ｚ２を構成する不織布における、止着部３００を止着し得る領域と
される。また、止着部３００の自由部３１０に粘着剤が使用された場合は、止着領域９０
０としてプラスチックフィルムが使用される。
　この止着領域９００が、本発明における「前記背側胴周り領域に設けられるとともに前
記止着部を受ける止着領域」の一例である。
【００３８】
　ペット用使い捨ておむつ１００において、おむつ長手交差方向上の端部１００Ａと吸収
性コア２００との間における吸収性コア非配置領域１７０には、脚周り用伸縮性弾性部材
４００が配置される。
　この脚周り用伸縮性弾性部材４００は伸長状態にて配置される。一方、ペット用使い捨
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ておむつ１００を使用する場合、収縮して後述する脚周りギャザー４１０を形成する。
　この脚周り用伸縮性弾性部材４００は、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１
０Ａから背側端部１３０Ａに亘り、おむつ長手方向Ｙに沿って配置される。
【００３９】
　ここで、ペット用使い捨ておむつ１００の「腹側端部１１０Ａから背側端部１３０Ａに
亘り」の意味は、脚周り用伸縮性弾性部材４００が腹側端部１１０Ａの末端から背側端部
１３０Ａの末端まで連続的に存在することのみを指すものではない。すなわち、脚周り用
伸縮性弾性部材４００が、腹側端部１１０Ａもしくは背側端部１３０Ａの末端から距離を
空けて存在していたとしても、その収縮力が腹側端部１１０Ａもしくは背側端部１３０Ａ
に影響を及ぼし起立部７００を形成すればよい。
　脚周り用弾性部材４００は、糸状の合成ゴムや天然ゴムにより構成される。
【００４０】
ペット用使い捨ておむつ１００は、胴周り用伸縮性弾性部材５００を有する。この腰周り
用伸縮性弾性部材５００は、おむつ長手方向上の端部１１０Ａと吸収性コア２００の腹側
端部２１０との間における吸収性コア非配置領域１７０に配置された腹側胴周り用伸縮性
弾性部材５１０と、おむつ長手方向上の端部１３０Ａと吸収性コア２００の背側端部２２
０との間における吸収性コア非配置領域１７０に配置された背側胴周り用伸縮性弾性部材
５２０とにより構成される。
　胴周り用伸縮性弾性部材５００は伸長状態にて配置される。一方、ペット用使い捨てお
むつ１００を使用する場合、収縮して胴周りギャザー５３０を形成する。
【００４１】
　胴周り用伸縮性弾性部材５００と脚周り用伸縮性弾性部材４００とは、重ねられて配置
される。ここで、本実施の形態における「重ねる」の意味は、胴周り用伸縮性弾性部材５
００と脚周り用伸縮性弾性部材４００が直接接していることのみを指すものではない。す
なわち、胴周り用伸縮性弾性部材５００と脚周り用伸縮性弾性部材４００とが直接接して
いない場合であっても、それぞれの収縮力が互いに影響を及ぼし、収縮力交差領域１８０
を形成すればよい。
　胴周り用弾性部材５００は、ウレタン製の発泡シート材により構成される。
【００４２】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、防漏シート８００を有する。この防漏シート８００
が、本発明に係る「前記おむつ長手方向に配置される防漏シート」の一例である。
　防漏シート８００には、防漏シート用伸縮性弾性部材６００が伸長状態にて配置されて
いる。この防漏シート用伸縮性弾性部材６００が、本発明に係る「前記おむつ長手方向に
配置される伸縮性弾性部材」の一例である。
　防漏シート８００は、ペット用使い捨ておむつ１００の長手交差方向上の端部１００Ａ
からペット用使い捨ておむつ１００の本体部１４０Ｂに亘る所定の領域に配置される。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６００は、防漏シート８００の内側端部の折り返し部８１
０により生ずる空間内に配置され、おむつ長手方向Ｙに沿って延在される。
　この防漏シート８００に対する防漏シート用伸縮性弾性部材６００の配置形態が、本発
明に係る「前記伸縮性弾性部材が、前記防漏シートに配置されている」の一例である。
【００４３】
　図６に示す通り、防漏シート８００は、接着剤（図示しない）によりペット用使い捨て
おむつ１００の他の構成部品（液透過性シート９１０、液抵抗性シート９２０、外層シー
ト９３０）と固定される固定部８３０を形成する。図６において、斜線で示した領域が固
定部８３０である。
　一方、吸収性コア２００のおむつ長手交差方向Ｘ側の端部２３０と重なるおむつ長手方
向Ｙ上の領域には固定部８３０が形成されていない。この固定部８３０が形成されていな
い領域は、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮により起立され、後述する防漏壁８
２０が形成される。また、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮により、防漏シート
６００には防漏ギャザー８４０が形成される。
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【００４４】
　なお防漏シート用伸縮性弾性部材６００は、この固定部８３０が存在しない領域（防漏
壁８２０が形成される領域）におけるおむつ長手方向Ｙのすべての長さに存在する必要は
ない。例えば、防漏壁８２０が形成される領域におけるおむつ長手方向Ｙの一部の領域に
のみ、防漏シート用伸縮性弾性部材６００を配置すれば足りる。すなわち、防漏壁８２０
が形成される領域のおむつ長手方向Ｙ上の固定部８３０において、防漏シート用伸縮性弾
性部材６００の収縮力が影響すれば足りるものである。ここで、防漏壁８２０が形成され
る領域のおむつ長手方向Ｙ上の固定部８３０を収縮力固定部６１０とする。
　この収縮力固定部６１０が、本発明に係る「該伸縮性弾性部材の収縮力を前記吸収性コ
ア非配置領域に固定する固定部」の一例である。
【００４５】
　収縮力固定部６１０は、腹側収縮力固定部６２０と、背側収縮力固定部６３０とを有す
る。
　この内、背側収縮力固定部６３０は、吸収性コア２００の背側端部２２０と尻尾挿通開
口１９０との間に設けられる。すなわち、この構成によって、防漏シート用伸縮性弾性部
材６００の収縮により吸収性コア２００の背側端部２２０と尻尾挿通開口１９０間の吸収
性コア非配置領域１７０が起立され、起立部７００が形成される。
　この起立部７００が、本発明に係る「前記伸縮性弾性部材の収縮により前記股下域の一
部が起立され第１の起立部を形成する」の一例であり、「前記第１の起立部は、前記伸縮
性弾性部材の収縮により、前記固定部と前記吸収性コアとの間における前記吸収性コア非
配置領域が起立されて形成される」の一例である。
　また、腹側収縮力固定部６２０は、吸収性コア２００の腹側端部２１０とペット用使い
捨ておむつ１００における腹側端部１１０Ａとの間に設けられる。すなわち、この構成に
よって、後述する通り、防漏シート用伸縮性弾性部材の収縮により吸収性コア２００の腹
側端部２１０とペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａとの間の吸収性コア非
配置領域１７０が起立され、起立部７００が形成される。
【００４６】
　ペット用使い捨ておむつ１００は、液透過性シート９１０と、液吸収性コア２００と、
液抵抗性シート９２０と、外層シート９３０と、防漏シート８００とにより構成される。
　図７～９に示す通り、液透過性シート９１０は、ペット用使い捨ておむつ１００の内側
表面１００Ｚ１側に配置される。また、吸収性コア２００は、液透過性シート９１０と液
抵抗性シート９２０との間に配置される。液抵抗性シート９２０の外側表面１００Ｚ２側
には外層シート９３０が配置される。防漏シート８００は、おむつ長手交差方向Ｘにおい
て液透過性シート９１０と、液抵抗性シート９２０と、外層シート９３０とに亘り配置さ
れる。この結果、腹側フラップ部１５０および背側フラップ部１６０は、防漏シート８０
０と外層シート９３０とにより構成される。
　脚周り用伸縮性弾性部材４００は、防漏シート８００と液抵抗性シート９２０との間に
配置される。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６００は、防漏シート８００における端部に形成された折
り返し部８１０内の空間に配置される。
【００４７】
　図７に示す通り、止着部３００は、防漏シート８００と外層シート９３０との間に配置
される。
　図７および８に示す通り、固定部８３０が形成されていない防漏シート８００は、防漏
シート用伸縮性弾性部材６００の伸縮により起立され、防漏壁８２０を形成する。この際
、防漏シート８００には多数の皺である防漏ギャザー８４０が形成される。
　図９に示す通り、止着領域９００は外層シート９３０の外側表面１００Ｚ２方向に設け
られる。
　図示しないが、胴周り用伸縮性弾性部材５００は、液透過性シート９１０と液抵抗性シ
ート９２０との間に配置される。
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【００４８】
　液透過性シート９１０、液抵抗性シート９２０、外層シート９３０、防漏シート８００
は、不織布にて形成される。この不織布としては、スパンレース、ニードルパンチ、メル
トブローン、サーマルボンド、スパンボンド、ケミカルボンドの各製法により製造された
ものを選択することができる。
　図示しないが、液透過性シート９１０、液抵抗性シート９２０、外層シート９３０、防
漏シート８００同士の固定や、脚周り用伸縮性弾性部材４００、防漏シート用弾性伸縮性
弾性部材６００、胴周り用伸縮性弾性部材５００の固定にあっては、接着剤が使用される
。接着剤は、ホットメルト型接着剤を使用することが好ましい。その他の接着剤として、
アクリル系接着剤や、ゴム系接着剤を使用することもできる。
　接着剤は、スパイラル状、波状、ドット状、縞状のうち、いずれかの態様で塗布される
ことが好ましい。
【００４９】
　次に、脚周り用伸縮性弾性部材４００と、胴周り用伸縮性弾性部材５００とにおける収
縮力の関係を、図１０～図１１に基づき説明する。なお、図１０～図１１において、説明
の便宜上、腹側フラップ部１５０および背側フラップ部１６０を省略し、本体部１４０Ｂ
のみを図示する。
　図１０に示す通り、脚周り用伸縮性弾性部材４００は、そのおむつ長手方向Ｙ上の端部
方向から内側方向へ向かい収縮する。すなわち、脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮力
Ｆ１はおむつ長手方向Ｙに沿って内側方向へ向かい働く。
　胴周り用伸縮性弾性部材５００は、そのおむつ長手交差方向Ｘ上の端部方向から内側方
向へ向かい収縮する。すなわち、胴周り用伸縮性弾性部材５００の収縮力Ｆ２は、おむつ
長手交差方向Ｘに沿って内側方向へ向かい働く。
　収縮力交差領域１８０は、脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮力Ｆ１と、胴周り用伸
縮性弾性部材５００の収縮力Ｆ２が交差する領域である。よって、収縮力交差領域１８０
の収縮力Ｆ３は、おむつ長手方向Ｙとおむつ長手交差方向Ｘの双方に交差する方向に沿っ
て、内側方向へ向かい働く。
　収縮力交差領域１８０は、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａ方向に形
成された第１の収縮力交差領域１８１と、背側端部１３０Ａ方向に形成された第２の収縮
力交差領域１８２とからなる。
【００５０】
　この結果、図１１に示す通り、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａおよ
び背側端部１３０Ａには、胴周り用伸縮性弾性部材５００の収縮力Ｆ２により、ペット用
使い捨ておむつ１００の内側表面Α１から外側表面Ｚ２方向に向かい突出する第１の湾曲
部５４０が形成される。
　第１の湾曲部５４０は、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａに形成され
た第１の腹側湾曲部５４１と、背側端部１３０Ａにされた第１の背側湾曲部５４２とを有
する。
【００５１】
　また、収縮力交差領域１８０には、収縮力交差領域１８０にかかる収縮力Ｆ３により、
ペット用使い捨ておむつ１００の内側表面１００Ｚ１へ向かい湾曲した第２の湾曲部１８
３が形成される。
　第２の湾曲部１８３は、第１の収縮力交差領域１８１に形成された第２の腹側湾曲部１
８４と、第２の収縮力交差領域１８２に形成された第２の背側湾曲部１８５とを有する。
【００５２】
　次に図１２に基づき、脚周り用伸縮性弾性部材４００と、防漏シート用伸縮性弾性部材
６００が収縮した状態につき説明する。図１２は、図１におけるＤ－Ｄ線断面図であるが
、説明の便宜上、液透過性シート９１０、液抵抗性シート９２０、外層シート９３０の一
部および吸収性コア２００、止着領域９００の全部の構成を省略する。
　図１２において、脚周り用伸縮性弾性部材４００と、防漏シート用伸縮性弾性部材６０
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０とは収縮した状態である。この結果、脚周り用伸縮性弾性部材４００と、防漏シート用
伸縮性弾性部材６００の収縮力に影響され起立部７００が形成される。すなわち、吸収性
コア非配置領域１７０における腹側起立領域１７１、背側起立領域１７２、股下起立領域
１７３、がそれぞれ起立され、起立部７００が形成される。
　起立部７００は、腹側起立部７１０と、背側起立部７２０と、股下起立部７３０とから
なる。
なお、本発明において起立部７００を形成する「起立する」とは、単一種類の伸縮性弾性
部材による収縮力、もしくは複数の伸縮性弾性部材のそれぞれの収縮力が合わせられた収
縮力によって、吸収性コア非配置領域１７０が変形されることを示すものである。
【００５３】
　腹側起立部１７１は、脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮により腹側起立領域１７１
が起立され、形成される。
　なお、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の端部よりも脚周り用伸縮性弾性部材４００
の端部の方が、ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａにより近い位置に配置
される。よって、腹側起立部１７１は、脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮力の影響を
より強く受ける。一方、腹側起立部１７１は、脚周り用伸縮性弾性部材４００よりも弱い
ものの、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮力の影響を受ける。すなわち、収縮力
固定部６１０の腹側固定部６２０が防漏シート用弾性部材６００の収縮力により移動され
ることにより、腹側起立領域１７１が起立される。よって、防漏シート用伸縮性弾性部材
６００も腹側起立部１７１を形成する。
　この防漏シート用伸縮性弾性部材６００により形成された腹側起立部１７１が、本発明
に係る「前記腹側胴周り域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と、前記腹
側胴周り域のおむつ長手方向上の端部との間に形成される第２の起立部」の一例である。
【００５４】
　背側起立部７２０は、脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮により、背側起立領域１７
２が起立され形成される。
【００５５】
　また、脚周り用伸縮性弾性部材４００は、胴周り用伸縮性弾性部材５００に重ねられる
。すなわち、脚周り用伸縮性弾性部材４００の両端部は、それぞれ腹側胴周り用伸縮性弾
性部材５１０と背側胴周り用伸縮性弾性部材５２０とに重ねられる。
　胴周り伸縮性弾性部材５００は、おむつ長手交差方向上に所定の長さで配置されている
。そのため、腹側起立部７１０は腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１０を、背側起立部７２
０は背側胴周り用伸縮性弾性部材５２０をそれぞれ起立させる。よって、腹側起立領域１
７１と背側起立領域１７２とは、それぞれ安定した起立状態とされる。すなわち、この腹
側胴周り用伸縮性弾性部材５１０と、背側胴周り用伸縮性弾性部材５２０は、起立部７０
０の起立状態を確実なものとするための起立シート７４０とされる。
【００５６】
　股下起立部７３０は、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮により収縮力固定部６
１０の背側固定部１７３が移動されることに伴い、股下起立領域１７３が起立されること
により形成される。
　この股下起立部１７３が、本発明に係る「前記伸縮性弾性部材の収縮により前記股下域
の一部が起立され第１の起立部を形成する」の一例であり、「前記第１の起立部が、前記
股下域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と、前記尻尾挿通開口との間に
形成されている」の一例である。
　なお、上述の如く、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮により、防漏壁８２０が
形成される。この防漏壁８２０と、腹側起立部７１０と、股下起立部７３０と、吸収性コ
ア（図１２では図示せず）に囲まれた空間が、排泄物収容空間８５０とされる。
　この防漏壁８２０が、本発明に係る「前記防漏シートが前記伸縮性弾性部材の収縮によ
り防漏壁を形成」の一例である。
　この排泄物収容空間８５０が、本発明に係る「該防漏壁と前記第１の起立部と前記吸収
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性コアで囲まれた排泄物収容空間」の一例である。
【００５７】
　ペット用使い捨ておむつ１００の腹側端部１１０Ａから尻尾挿通口１９０に亘る領域に
は、脚周り用伸縮性弾性部材４００と防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮力Ｆ１に
より、ペット用使い捨ておむつ１００の内側表面１００Ｚ１から外側表面１００Ｚ２方向
に向かい突出する第３の湾曲部１８６が形成される。
　ペット用使い捨ておむつ１００の尻尾挿通口１９０から背側端部１３０Ａに亘る領域に
は、主に脚周り用伸縮性弾性部材４００の収縮力Ｆ１により、ペット用使い捨ておむつ１
００の内側表面１００Ｚ１から外側表面１００Ｚ２方向に向かい突出する第４の湾曲部１
８７が形成される。
【００５８】
　次に、図１３～図１５に基づき、ペット用使い捨ておむつ１００の装着について説明す
る。使用者が、ペット用使い捨ておむつ１００をパッケージから取り出す。多くの場合、
パッケージ内においてはペット用使い捨ておむつ１００の腹側フラップ部１５０と背側フ
ラップ部１６０が内側方向に折り畳まれている。ペット用使い捨ておむつ１００自体も２
つ折り、３つ折り等にて折り畳まれている。
　使用者は使用に際し、この折り畳まれている構成を解放する。すると、脚周り用伸縮性
弾性部材４００と、胴周り用弾性伸縮性弾性部材５００と、防漏シート伸縮性弾性部材６
００とが収縮する。この結果、起立部７００として腹側起立部７１０と、背側起立部７２
０と、股下起立部７３０が形成される。また、防漏壁８２０が形成される。さらに、第１
の湾曲部５４０と、第２の湾曲部１８３と、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７
が形成される。さらに、脚周りギャザー４１０と胴周りギャザー５３０と防漏ギャザー８
４０が形成される。そして、ペット用使い捨ておむつ１００は脚周り用伸縮性弾性部材４
００と、胴周り用弾性伸縮性弾性部材５００と、防漏シート伸縮性弾性部材６００の収縮
により、形状が安定化される。
　この使用者の使用に際する起立部７００の形成が、本発明に係る「　前記ペット用使い
捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮性弾性部が収縮して
おり、前記第１の起立部が形成されている」の一例であり、「前記ペット用使い捨ておむ
つを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮性弾性部が収縮しており、前
記第１の起立部および前記第２の起立部が形成されている」の一例である。
【００５９】
　次に使用者は、ペット用使い捨ておむつ１００の尻尾挿通開口１９０にペットαの尻尾
を挿通する。
　次に使用者は、背側胴周り域１１０をペットαの背に密接させつつ、股下域１２０およ
び腹側胴周り域１３０でペットαの股間乃至腹を被覆するとともに、止着部３００の自由
部３１０を止着領域９００に止着する。これにより、ペットαへのペット用使い捨ておむ
つ１００の装着がなされる。
　このペット用使い捨ておむつ１００のペットαの装着に係る事項が、本発明に係る「前
記ペット用使い捨ておむつを前記ペットへ装着する状態においては、前記背側胴周り域が
前記ペットの背に密接されつつ、前記股下域および前記腹側胴周り域が前記ペットの股間
乃至腹に被覆されるとともに、前記止着部が前記止着領域に止着され」の一例である。
【００６０】
　ここで、使用者が背側胴周り域１１０をペットαの背に密接させる際のペット用使い捨
て紙おむつ１００の状態を、図１３に基づき説明する。
　背側端部１３０Ａには、おむつ外側表面１００Ｚ２方向に突出されている第１の湾曲部
５４０が形成されている。また、第４の湾曲部１８７により背側端部１１０Ａから尻尾挿
通口１９０に亘る領域の形状が安定している。また、第２の湾曲部１８３により、第２の
収縮力交差領域１８２とともに背側フラップ部１６０がペット用使い捨ておむつ１００の
内側表面１００Ｚ１方向に湾曲される。
　すなわち、背側端部１３０Ａをペットαの背の湾曲に容易に配置することができる。
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　また、背側端部１３０Ａがめくれる可能性が低い。
【００６１】
　ここで、使用者が、股下域１２０および腹側胴周り域１３０でペットαの股間乃至腹を
被覆するとともに、止着部３００の自由部３１０を止着領域９００に止着する際のペット
用使い捨ておむつ１００の状態を、図１４にて説明する。
　腹側端部１１０Ａには、おむつ外側表面１００Ｚ２方向に突出されている第１の湾曲部
５４０が形成されている。また、第３の湾曲部１８６により腹側端部１１０Ａから尻尾挿
通口１９０に亘る領域の形状が安定している。
　また、第２の湾曲部１８３により、第１の収縮力交差領域１８１とともに腹側フラップ
部１５０がペット用使い捨ておむつ１００の内側方向１００Ｚ１に湾曲される。一方、腹
側フラップ部１５０は止着部３００を有しているため、腹側フラップ部１５０は、本体部
１４０Ｂとの境界部分よりも、長手交差方向側端部１５０Ｂの方が重い。よって、腹側フ
ラップ部１５０における本体１４０Ｂとの境界部分は第２の湾曲部１８３とともに内側方
向１００Ｚ１へ向けて湾曲する。一方、腹側フラップ部１５０における長手交差方向側端
部１５０Ａは、その自重により外側方向１００Ｚ２へ向けて湾曲する。この結果、止着部
３００は真下に垂れ下がらない状態で腹側フラップ部１５０に支持される。
　すなわち、使用者は、腹側端部１１０Ａをペットαの腹の湾曲に容易に配置することが
できる。
　また、腹側端部１１０Ａがめくれる可能性が低い。
　また、使用者は止着部３００を容易に把持しやすい。
　さらに、止着部３００を使用者が止着領域９００へ向けて移動させる際、第１の収縮力
交差領域１８０の影響を受ける。よって、使用者が、止着部３００をどのような位置に移
動させても収縮力が働く。この結果、使用者は容易に止着部３００を止着領域９００の所
望の位置に移動することができる。
【００６２】
　図１５は、ペット用使い捨ておむつ１００をペットαに着用した状態を示す図である。
　ペット用使い捨ておむつ１００をペットに装着した後でも、脚周り用伸縮性弾性部材４
００と、胴周り用弾性伸縮性弾性部材５００と、防漏シート伸縮性弾性部材６００との収
縮状態は継続する。この結果、起立部７００として形成された腹側起立部７１０と、背側
起立部７２０と、股下起立部７３０はその起立状態を継続する。また、防漏壁８２０の形
成状態は継続する。さらに、第１の湾曲部５４０と、第２の湾曲部１８３と、第３の湾曲
部１８６と、第４の湾曲部１８７の湾曲状態は継続する。さらに、脚周りギャザー４１０
と胴周りギャザー５３０と防漏ギャザー８４０の形成状態は継続する。
　このペット用使い捨ておむつ１００がペットに装着されている状態において、起立部７
００の起立状態が継続していることが、本発明に係る「前記ペット用使い捨ておむつを前
記ペットが装着している状態においては、前記伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前
記第１の起立部が形成されている」の一例であり、「前記ペット用使い捨ておむつを前記
ペットが装着している状態においては、前記伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前記
第１の起立部および前記第２の起立部が形成されている」の一例である。
【００６３】
　ペットαが排泄を行った場合、排泄物収容空間８５０内に排泄物が保持される。排泄物
が尿である場合は、吸収性コア２００に吸収される。排泄物が便の場合は、便の一部が吸
収性コア２００に吸収され、残りの便が排泄物収容空間８５０内に保持される。
　排泄物がいずれの場合であっても、吸収性コア２００の重量は、止着部３００の自由部
３１０における止着部長手方向３００Ｘで受けられる。
　これが、本発明に係る「前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態
においては、排泄時の前記吸収性コアの重量が前記止着部の長手方向で受けられる」の一
例である。
【００６４】
　ペットαに着用されたペット用使い捨ておむつ１００を取り外す場合には、係止領域９
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００から係止部３００を取り外す。そして、尻尾挿通開口１９０からペット用使い捨てお
むつ１００を引き抜く。そして、ペット用使い捨ておむつ１００を廃棄する。
　この内、係止領域９００から係止部３００を取り外し、尻尾挿通開口１９０からペット
用使い捨ておむつ１００を引き抜く工程において、腹側端部１３０Ａは、ペットαの斜め
下側方向に向けられる。この場合であっても、腹側起立部７１０により、便が転落する可
能性を減少させることができる。
【００６５】
（第２の実施形態）
　本発明に係る第２の実施形態を説明する。第２の実施形態に係るペット用使い捨ておむ
つは、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつに比して、股下起立部７３０の構成
が異なる。
　すなわち、股下起立部７３０を形成するための、防漏シート用伸縮性弾性部材６００に
おける腹側方向の収縮力が、股下域１２０の吸収性コア２００に固定されているものであ
る。これが、本発明に係る「前記伸縮性弾性部材における腹側方向の収縮力が前記股下域
の前記吸収性コアに固定されており」の一例である。
　この結果、股下起立部７３０は、防漏シート用伸縮性弾性部材６００の収縮により、股
下域１２０の吸収性コア２００が起立されて形成される。これが、本発明に係る「前記第
１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により、前記股下域の吸収性コアが起立されて
形成される」の一例である。
　この第２の実施形態によるペット用使い捨ておむつにおいては、第１の実施形態による
ペット用使い捨ておむつと同等の作用・効果を生ずる。
【００６６】
　以下、図１６～図２４に基づき、本発明に係る第３の実施形態～第１１の実施形態につ
き説明する。なお、第３の実施形態～第１１の実施形態の説明において、上記第１の実施
形態と同様の構成を有する構成要素は、その説明、図面符号などを省略する。
【００６７】
（第３の実施形態）
　本発明に係る第３の実施形態を、図１６に基づき説明する。第３の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０１は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０１を複数の脚周り用伸縮性弾性部材により構成するも
のである。すなわち、この第３の実施形態に係る脚周り用伸縮性弾性部材４０１は、複数
の脚周り用伸縮性弾性部材をおむつ長手方向に間隔をあけて連続的に配置することで構成
されている。この場合、連続的に配置される脚周り用伸縮性弾性部材の数については、実
現しようとするペット用使い捨ておむつに応じて選択し得るものである。
　本発明に係る第２実施形態においては、おむつ長手方向に連続する脚周り用伸縮性弾性
部材４０１を、３つの脚周り用伸縮性弾性部材により形成している。すなわち、腹側胴周
り域に配置される脚周り用伸縮性弾性部材４０１Ａ、股下域に配置される脚周り用伸縮性
弾性部材４０１Ｂ、腰周り用伸縮性弾性部材４０１Ｃとにより構成されている。
　この第３の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、起立部７００として、腹側
起立部７１０と、背側起立部７２０と、股下起立部７３０が形成される。また、防漏壁８
２０が形成される。また、第１の湾曲部５４０として第１の腹側湾曲部５４１と第１の背
側湾曲部５４２と、第２の背側湾曲部１８４として第２の腹側湾曲部１８５と第２の背側
湾曲部１８５と、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７が形成される。また、脚周
りギャザー４１０と胴周りギャザー５３０と防漏ギャザー８４０が形成される。
　よって、この第４の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０１は、上述した第１の
実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００と同様の作用および効果を奏する。
　さらに、脚周り用伸縮性弾性部材４０１が、３つの脚周り用伸縮性弾性部材により形成
されているため、それぞれの脚周り用伸縮性弾性部材の伸縮力が影響しにくい。よって、
例えば腹側胴周り域でズレが生じていても、背側胴周り域への影響が少なく、全体として
ズレを生じにくい構成となる。
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【００６８】
（第４の実施形態）
　本発明に係る第４の実施形態を、図１７に基づき説明する。第４の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０２は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０２がおむつ長手方向に連続されていないものである。
　すなわち、本発明に係る第３実施形態においては、脚周り用伸縮性弾性部材４０２は、
ペット用使い捨ておむつ１０２の腹側胴周り域に配置された脚周り用伸縮性弾性部材４０
２Ａと、背側胴周り域に配置された脚周り用伸縮性弾性部材４０２Ｂとにより構成される
。
　この第４の実施形態と第１の実施形態と比較すると、第５の実施形態に係るペット用使
い捨ておむつ１０２は、脚周り用伸縮性弾性部材４０２Ａおよび４０２Ｂが配置された領
域にのみ脚周りギャザー４１０、第４の湾曲部１８７が形成されるという点で異なる。
　一方、起立部７００として、腹側起立部７１０と、背側起立部７２０と、股下起立部７
３０が形成される。また、防漏壁８２０が形成される。また、第１の湾曲部５４０として
第１の腹側湾曲部５４１と第１の背側湾曲部５４２と、第２の湾曲部１８３として第２の
腹側湾曲部１８４と第２の背側湾曲部１８５と、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１
８７の一部が形成される。また、脚周りギャザー４１０の一部と、胴周りギャザー５３０
と、防漏ギャザー８４０が形成される。
　よって、この第５の実施形態のペット用使い捨ておむつ１０２は、上述した第１の実施
形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、脚周りギャザー
４１０の全部および第４の湾曲部１８７の全部が奏する以外の作用および効果を奏する。
　さらに、吸収性コアが配置された股下領域で伸縮性弾性部材を有さず、防漏ギャザー自
由端の伸縮性弾性部材を有さないため、吸収性コアが縮まない。よって、吸収性コアの面
積を有効に使うことができる。
　また、吸収性コアにおける長手方向上の両端部にポケット空間を設けやすい。
　加えて、止着領域に伸縮性弾性部材が無い。よって、止着領域が縮まないため、止着部
材を止着領域に係合させやすい。
【００６９】
（第５の実施形態）
　本発明に係る第５の実施形態を、図１８に基づき説明する。第５の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０３は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０３が背側胴周り域に配置されていないものである。ま
た、防漏シート用弾性伸縮性弾性部材の収縮力は、ペット用使い捨ておむつ１０３の腹側
端部には影響を及ぼさないものである。
　この第５の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０３と、第１の実施形態に係るペ
ット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第６の実施形態に係るペット用使い捨ておむ
つ１０３は、脚周り用伸縮性弾性部材４０３が配置された領域にのみ脚周りギャザー４１
０および第４の湾曲部１８７が形成される。また、起立部７００の内の背側起立部７２０
と、第２の湾曲部１８３の内の第２の背側湾曲部１８５とが形成されない。
　一方、起立部７００として、腹側起立部７１０と股下起立部７３０が形成される。また
、防漏壁８２０が形成される。また、第１の湾曲部５４０として第１の腹側湾曲部５４１
と第１の背側湾曲部５４１と、第２の背側湾曲部１８４として第２の腹側湾曲部１８５と
、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７の一部とが形成される。また、脚周りギャ
ザー４１０の一部と胴周りギャザー５３０と防漏ギャザー８４０が形成される。
　よって、この第６の実施形態のペット用使い捨ておむつ１０３は、上述した第１の実施
形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、脚周りギャザー
４１０の全部と、背側起立部７２０と、第２の背側湾曲部１８５と、第４の湾曲部１８７
の全部とが奏する以外の作用および効果を奏する。
　さらに、吸収性コアの背側端部方向および腹側端部方向にポケット空間を設けやすい。
【００７０】
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（第６の実施形態）
　本発明に係る第６の実施形態を、図１９に基づき説明する。第６の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０４は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０４が腹側胴周り域に配置されていないものである。ま
た、防漏シート用弾性伸縮性弾性部材の収縮力は、ペット用使い捨ておむつ１０４の背側
端部には影響を及ぼさないものである。
　この第６の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０４と、第１の実施形態に係るペ
ット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第７の実施形態に係るペット用使い捨ておむ
つ１０４は、脚周り用伸縮性弾性部材４０４が配置された領域にのみ脚周りギャザー４１
０が形成される。また、起立部７００の内の腹側起立部７１０と、第２の湾曲部１８３の
内の第２の腹側湾曲部１８４とが形成されない。
　一方、起立部７００として、背側起立部７２０と股下起立部７３０が形成される。また
、防漏壁８２０が形成される。また、第１の湾曲部５４０として第１の腹側湾曲部５４１
と第１の背側湾曲部１８５と、第２の背側湾曲部１８４として第２の腹側湾曲部１８５と
、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７とが形成される。また、脚周りギャザー４
１０の一部と胴周りギャザー５３０と防漏ギャザー８４０が形成される。
　よって、この第７の実施形態のペット用使い捨ておむつ１０４は、上述した第１の実施
形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、脚周りギャザー
４１０の全部と、腹側起立部７１０と、第２の腹側湾曲部１８４とが奏する以外の作用お
よび効果を奏する。
　さらに、吸収性コアに収縮力が働かないため、吸収性コアの面積を有効活用できる。
　また、背側領域側にのみに脚周り用伸縮性弾性部材を有するため、ペットの背中にペッ
ト用使い捨ておむつを沿わせやすい。その結果、止着部を止着領域に係合させやすい。
【００７１】
（第７の実施形態）
　本発明に係る第７の実施形態を、図２０に基づき説明する。第７の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０５は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材を有さないものである。一方、防漏シート用伸縮性弾性部
材６０１が、ペット用使い捨ておむつ１０５の腹側端部から背側端部に亘り配置されてい
る。この際、防漏シートの固定部において、腹側固定部および背側固定部は、それぞれペ
ット用使い捨ておむつ１０５の腹側端部および背側端部に形成されている。また、防漏シ
ート用伸縮性弾性部材６０１は胴周り用伸縮性弾性部材の内、腹側胴周り用伸縮性弾性部
材と背側胴周り用弾性部材のそれぞれと重ねられている。
　この第７の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０５と、第１の実施形態に係るペ
ット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第８の実施形態に係るペット用使い捨ておむ
つ１０４は、防漏シート用伸縮性弾性部材６０１により、起立部７００として腹側起立部
７１０と背側起立部７２０と、防漏壁８２０と、防漏ギャザー８４０と、第３の湾曲部１
８６と、第４の湾曲部１８７が形成される。
　胴周り伸縮性弾性部材として、腹側胴周り用伸縮性弾性部材により第１の腹側湾曲部５
４１が、背側胴周り用伸縮性弾性部材により第１の背側湾曲部５４２がそれぞれ形成され
る。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６０１の収縮力と、腹側胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力
により第１の収縮力交差領域１８１が形成され、第２の腹側湾曲部１８４が形成される。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６０１の収縮力と、背側胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力
により第２の収縮力交差領域１８２が形成され、第２の背側湾曲部１８５が形成される。
　すなわち、第７の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０５においては、第１の実
施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比して、股下側起立部７３０と、脚周りギ
ャザー４１０が形成されない。
　よって、この第８の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０５は、上述した第１の
実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、脚周りギャ



(20) JP 5755630 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

ザー４１０と、股下側起立部７３０とが奏する以外の作用および効果を奏する。
　さらに、この第８の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０５にあっては、脚周り
用伸縮性弾性部材が形成されていないため、ペット用使い捨ておむつ１０５の長手交差方
向上の端部を、吸収性コアに近づけることができる。この結果、ペット用使い捨ておむつ
１０５において、ペットの脚周りに接触する部分をより減少させることができる。
　また、脚周りを形成するシートが無いため、ペット用使い捨ておむつを装着した際に、
脚周りをすっきりさせることができる。
【００７２】
（第８の実施形態）
　本発明に係る第８の実施形態を、図２１に基づき説明する。第８の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０６は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０４が腹側胴周り域と背側胴周り域に配置されていない
ものである。また、防漏シート用弾性伸縮性弾性部材の収縮力は、ペット用使い捨ておむ
つ１０６の腹側端部には影響を及ぼさないものである。また、腹側胴周り用伸縮性弾性部
材５１１は、係止部３０１と重ねられている。本発明に係る「腹側胴周り用伸縮性弾性部
材と係止部が重なる」とは、腹側胴周り用伸縮性弾性部材と係止部とが直接接触している
ことを指すものではない。つまり、腹側胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力が、フラップ部
を経由せずに、直接的に係止部に作用することを示すものである。
　この第８の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０６と、第１の実施形態に係るペ
ット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第９の実施形態に係るペット用使い捨ておむ
つ１０４は、脚周り用伸縮性弾性部材４０５が配置された領域にのみ脚周りギャザー４１
０が形成される。また、起立部７００の内の腹側起立部７１０と背側起立部７２０が形成
されない。第２の湾曲部１８３の内の第２の腹側湾曲部１８４と第２の背側湾曲部１８５
とが形成されない。第４の湾曲部１８７は、脚周り用伸縮性弾性部材４０５が配置されて
いる領域にのみ形成される。
　一方、起立部７００として、股下起立部７３０が形成される。また、防漏壁８２０が形
成される。また、第１の湾曲部５４０として第１の腹側湾曲部５４１と第１の背側湾曲部
１８５と、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７の一部とが形成される。脚周りギ
ャザー４１０の一部と、防漏ギャザー８４０が形成される。
　よって、この第９の実施形態のペット用使い捨ておむつ１０６は、上述した第１の実施
形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、股下起立部７３
０と、防漏壁８２０と、第１の腹側湾曲部５４１と、第１の背側湾曲部１８５と、第３の
湾曲部１８６と、第４の湾曲部１８７の一部と、脚周りギャザー４１０の一部と、防漏ギ
ャザー８４０に基づく作用、効果を奏する。
　さらに、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１１が係止部３０１と重なっている。よって、
ペット用使い捨ておむつ１０６を装着するにあたり、腹側胴周り域をペットの腹に当接し
た場合、係止部３０１が腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１１の収縮力の影響を受け、おむ
つ内面方向へ湾曲する。よって、使用者が止着部３０１を把持しやすくなる。
【００７３】
（第９の実施形態）
　本発明に係る第９の実施形態を、図２２に基づき説明する。第９の実施形態に係るペッ
ト用使い捨ておむつ１０７は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比
して、脚周り用伸縮性弾性部材４０６がペット用使い捨ておむつ１０７の腹側胴周り域お
よび背側胴周り域に形成されていないものである。一方、防漏シート用伸縮性弾性部材６
０３が、ペット用使い捨ておむつ１０７の腹側端部から背側端部に亘り配置されている。
この際、防漏シートの固定部において、腹側固定部および背側固定部は、それぞれペット
用使い捨ておむつ１０７の腹側端部および背側端部に形成されている。また、防漏シート
用伸縮性弾性部材６０３は胴周り用伸縮性弾性部材の内、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５
１２と背側胴周り用弾性部材のそれぞれと重ねられている。また、腹側胴周り用伸縮性弾
性部材５１２は、係止部３０２と重ねられている。
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　この第９の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０７と、第１の実施形態に係るペ
ット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第１０の実施形態に係るペット用使い捨てお
むつ１０７は、防漏シート用伸縮性弾性部材６０３により、起立部７００として腹側起立
部７１０と背側起立部７２０と、防漏壁８２０と、防漏ギャザー８４０と、第３の湾曲部
１８６と、第４の湾曲部１８７が形成される。
　胴周り伸縮性弾性部材として、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１２により第１の腹側湾
曲部５４１が、背側胴周り用伸縮性弾性部材により第１の背側湾曲部５４２がそれぞれ形
成される。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６０３の収縮力と、腹側胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力
により第１の収縮力交差領域１８１が形成され、第２の腹側湾曲部１８４が形成される。
　防漏シート用伸縮性弾性部材６０３の収縮力と、背側胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力
により第２の収縮力交差領域１８２が形成され、第２の背側湾曲部１８５が形成される。
　すなわち、第９の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０７においては、第１の実
施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比して、股下側起立部７３０と、脚周りギ
ャザー４１０の一部が形成されない。
　よって、この第１０の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０７は、上述した第１
の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、脚周りギ
ャザー４１０の全部と、股下側起立部７３０とが奏する以外の作用および効果を奏する。
　さらに、腹側領域および背側領域に胴周り用伸縮性弾性部材を有さないことにより、ペ
ットの胴周りに沿わせて、止着部材を係合させることができる。
　また、吸収性コアにおけるおむつ長手方向の両端部にポケットを形成することできる。
　さらに、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１２が係止部３０２と重なっている。よって、
ペット用使い捨ておむつ１０７を装着するにあたり、腹側胴周り域をペットの腹に当接し
た場合、係止部３０２が腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１２の収縮力の影響を受け、おむ
つ内面方向へ湾曲する。よって、使用者が止着部３０２を把持しやすくなる。
【００７４】
（第１０の実施形態）
　本発明に係る第１０の実施形態を、図２３に基づき説明する。第１０の実施形態に係る
ペット用使い捨ておむつ１０８は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００
に比して、防漏シート用伸縮性弾性部材６０４が、ペット用使い捨ておむつ１０８の腹側
端部から背側端部に亘り配置されている。この際、防漏シートの固定部において、腹側固
定部および背側固定部は、それぞれペット用使い捨ておむつ１０８の腹側端部および背側
端部に形成されている。また、防漏シート用伸縮性弾性部材６０４は胴周り用伸縮性弾性
部材の内、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３と背側胴周り用弾性部材のそれぞれと重ね
られている。また、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３は、係止部３０３と重ねられてい
る。
　この第１０の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０８と、第１の実施形態に係る
ペット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第１１の実施形態に係るペット用使い捨て
おむつ１０８は、脚周り用伸縮性弾性部材４０７と防漏シート用伸縮性弾性部材６０４と
により、起立部７００として腹側起立部７１０と背側起立部７２０と、脚周りギャザー４
１０と、防漏壁８２０と、防漏ギャザー８４０と、第３の湾曲部１８６と、第４の湾曲部
１８７が形成される。
　胴周り伸縮性弾性部材として、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３により第１の腹側湾
曲部５４１が、背側胴周り用伸縮性弾性部材により第１の背側湾曲部５４２がそれぞれ形
成される。
　第１の収縮交差領域１８１としては、脚周り用伸縮性弾性部材４０７の収縮力と腹側胴
周り用伸縮性弾性部材５１３の収縮力の交差によるものと、防漏シート用伸縮性弾性部材
６０４の収縮力と腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３の収縮力によるものとの２つの構成
が形成される。よって、第２の腹側湾曲部１８４としても、この２つの第１の収縮力交差
領域１８１に伴い２つの構成が形成される。



(22) JP 5755630 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

　第２の収縮交差領域１８２としては、脚周り用伸縮性弾性部材４０７の収縮力と背側胴
周り用伸縮性弾性部材の収縮力の交差によるものと、防漏シート用伸縮性弾性部材６０４
の収縮力と背側胴周り用伸縮性弾性部材収縮力によるものとの２つの構成が形成される。
よって、第２の背側湾曲部１８５としても、この２つの第２の収縮力交差領域１８２に伴
い２つの構成が形成される。
　すなわち、第１０の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０８においては、第１の
実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比して、股下側起立部７３０が形成され
ない。
　よって、この第１１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０８は、上述した第１
の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、股下側起
立部７３０が奏する以外の作用および効果を奏する。
　さらに、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３が係止部３０３と重なっている。よって、
ペット用使い捨ておむつ１０８を装着するにあたり、腹側胴周り域をペットの腹に当接し
た場合、係止部３０３が腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１３の収縮力の影響を受け、おむ
つ内面方向へ湾曲する。よって、使用者が止着部３０３を把持しやすくなる。
　また、おむつ長手方向全体に収縮力が働くため、排泄物の漏れを生じにくい。よって、
特に寝たきり状態のペットに適したものである。
【００７５】
（第１１の実施形態）
　本発明に係る第１１の実施形態を、図２４に基づき説明する。第１１の実施形態に係る
ペット用使い捨ておむつ１０９は、第１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００
に比して、脚周り用伸縮性弾性部材４０８が背側胴周り域に形成されていない。さらに、
防漏シート用伸縮性弾性部材６０５が、ペット用使い捨ておむつ１０８の腹側端部にまで
形成されている。この際、防漏シートの固定部において、腹側固定部はペット用使い捨て
おむつ１０９の腹側端部に形成されている。また、防漏シート用伸縮性弾性部材６０４は
胴周り用伸縮性弾性部材の内、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４と重ねられている。ま
た、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４は、係止部３０４と重ねられている。
　この第１１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０９と、第１の実施形態に係る
ペット用使い捨ておむつ１００とを比較する。第１１の実施形態に係るペット用使い捨て
おむつ１０９は、脚周り用伸縮性弾性部材４０８と防漏シート用伸縮性弾性部材６０５と
により、起立部７００として腹側起立部７１０と股下側起立部７３０と、脚周りギャザー
４１０の一部と、防漏壁８２０と、防漏ギャザー８４０と、第３の湾曲部１８６と、第４
の湾曲部１８７の一部が形成される。
　胴周り伸縮性弾性部材として、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４により第１の腹側湾
曲部５４１が形成される。
　第１の収縮交差領域１８１としては、脚周り用伸縮性弾性部材４０８の収縮力と腹側胴
周り用伸縮性弾性部材５１４の収縮力の交差によるものと、防漏シート用伸縮性弾性部材
６０５の収縮力と腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４の収縮力によるものとの２つの構成
が形成される。よって、第２の腹側湾曲部１８４としても、この２つの第１の収縮力交差
領域１８１に伴い２つの構成が形成される。
　すなわち、第１１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０９においては、第１の
実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００に比して、背側起立部７２０と、脚周りギ
ャザー４１０の一部と、第１の背側湾曲部５４１と、第２の背側湾曲部５４２と、第４の
湾曲部１８７の一部とが構成されない。
　よって、この第１１の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１０９は、上述した第１
の実施形態に係るペット用使い捨ておむつ１００が奏する作用および効果の内、背側起立
部７２０と、脚周りギャザー４１０の全部と、第１の背側湾曲部５４１と、第２の背側湾
曲部５４２と、第４の湾曲部１８７の全部が奏する以外の作用および効果を奏する。
　腹側領域にのみ収縮力が強く働く構成であり、吸収性コアの腹側領域方向にポケットを
形成しやすい、よって、雄用のペット用使い捨ておむつとして好適である。
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　さらに、腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４が係止部３０４と重なっている。よって、
ペット用使い捨ておむつ１０９を装着するにあたり、腹側胴周り域をペットの腹に当接し
た場合、係止部３０４が腹側胴周り用伸縮性弾性部材５１４の収縮力の影響を受け、おむ
つ内面方向へ湾曲する。よって、使用者が止着部３０４を把持しやすくなる。
【００７６】
　なお、本発明に係るペット用使い捨ておむつの構成は上述した構造に限らないものであ
る。また、第１～第１１の実施形態に係る構成を適宜組み合わせることも可能である。
【００７７】
（実施の形態と本発明の各構成要素の対応について）
　ペット用使い捨ておむつ１００．１０１．１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、
１０７、１０８、１０９は、本発明に係る「ペット用使い捨ておむつ」の一例である。背
側胴周り域１３０は、本発明に係る「背側胴周り域」の一例である。腹側胴周り域１３０
は、本発明に係る「腹側胴周り域」の一例である。股下域１２０は、本発明に係る「股下
域」の一例である。おむつ長手方向Ｙは、本発明に係る「おむつ長手方向」の一例である
。おむつ長手交差方向Ｘは、本発明に係る「おむつ長手交差方向」の一例である。端部１
１０Ａおよび端部１３０Ａは、本発明に係る「おむつ長手方向上における両端部」の一例
である。端部１００Ａは、本発明に係る「おむつ長手交差方向上における両端部」の一例
である。尻尾挿通開口１９０は、本発明に係る「尻尾挿通開口」の一例である。吸収性コ
ア２００は、本発明に係る「吸収性コア」の一例である。吸収性コア非配置領域１７０は
、本発明に係る「吸収性コア非配置領域」の一例である。止着部３００、３０１、３０２
、３０３、３０４は、本発明に係る「止着部」の一例である。止着領域９００は、本発明
に係る「止着領域」の一例である。防漏シート用伸縮性弾性部材６００、６０１、６０２
、６０３、６０４、６０５は、本発明に係る「伸縮性弾性部材」の一例である。固定部３
２０は、本発明に係る「固定部」の一例である。起立部７００が、本発明に係る「起立部
」である。防漏シート８００は、本発明に係る「防漏シート」の一例である。防漏壁８２
０は、本発明に係る「防漏壁」の一例である。排泄物収容空間８５０は、本発明に係る「
排泄物収容空間」の一例である。股下側起立部７３０は、本発明に係る「第１の起立部」
の一例である。腹側起立部７１０は、本発明に係る「第２の起立部」の一例である。
【００７８】
　以上の本発明の特質に鑑み、以下の各種の構成態様が構築できる。
　（態様１）
　ペット用使い捨ておむつであって、
　背側胴周り域と、腹側胴周り域と、該背側胴周り域と腹側胴周り域の間に位置する股下
域と、
　前記ペット用使い捨ておむつがペットに装着されていない状態において、前記背側胴周
り域と前記股下域と前記腹側胴周り域が連続する方向であるおむつ長手方向と、該おむつ
長手方向と交差する方向であるおむつ長手交差方向と、
　前記おむつ長手方向上における両端部と、前記おむつ長手交差方向上における両端部と
、
　前記おむつ長手方向の所定領域に設けられた尻尾挿通開口と、
　前記おむつ長手方向において前記尻尾挿通開口の一方側に形成され、前記股下域と前記
腹側胴周り域の所定領域に配置される吸収性コアと、
　前記吸収性コアが配置されていない領域である吸収性コア非配置領域と、
　前記腹側胴周り域に設けられるとともに所定の長さを有する止着部と、
　前記背側胴周り領域に設けられるとともに前記止着部を受ける止着領域と、
　前記おむつ長手方向に配置される伸縮性弾性部材と、
を有し、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットへ装着する状態においては、前記背側胴周り
域が前記ペットの背に密接されつつ、前記股下域および前記腹側胴周り域が前記ペットの
股間乃至腹に被覆されるとともに、前記止着部が前記止着領域に止着され、
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　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、排泄時の前
記吸収性コアの重量が前記止着部の長手方向で受けられ、
　前記伸縮性弾性部材の収縮により前記股下域の一部が起立され第１の起立部を形成する
ことを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様２）
　態様１に記載されたペット用使い捨ておむつであって、
　前記吸収性コアが配置されていない領域である吸収性コア非配置領域と、
　前記伸縮性弾性部材の収縮力を前記吸収性コア非配置領域に固定する固定部と、
を有し、
　前記第１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により、前記固定部と前記吸収性コア
との間における前記吸収性コア非配置領域が起立されて形成されることを特徴とするペッ
ト用使い捨ておむつ。
　（態様３）
　態様１または２に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記おむつ長手方向に配置される防漏シートを有することを特徴とするペット用使い捨
ておむつ。
　（態様４）
　態様３に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記伸縮性弾性部材が、前記防漏シートに配置されていることを特徴とするペット用使
い捨ておむつ。
　（態様５）
　態様１～４までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記防漏シートが前記伸縮性弾性部材の収縮により防漏壁を形成し、
　該防漏壁と前記第１の起立部と前記吸収性コアで囲まれた排泄物収容空間を構成するこ
とを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様６）
　態様１～５までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記伸縮性弾性部材の収縮により防漏ギャザーを形成することを特徴とするペット用使
い捨ておむつ。
　（態様７）
　態様１～６までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記第１の起立部が、前記股下域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と
、前記尻尾挿通開口との間に形成されていることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様８）
　態様１～７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮
性弾性部が収縮しており、前記第１の起立部が形成されていることを特徴とするペット用
使い捨ておむつ。
　（態様９）
　態様１～９までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、前記伸縮性
弾性部材の収縮が継続しており、前記第１の起立部が形成されていることを特徴とするペ
ット用使い捨ておむつ。
　（態様１０）
　態様１～７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記腹側胴周り域における前記吸収性コアのおむつ長手方向上の端部と、前記腹側胴周
り域のおむつ長手方向上の端部との間に形成される第２の起立部を有することを特徴とす
るペット用使い捨ておむつ。
　（態様１１）
　態様１～１０までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
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　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記伸縮
性弾性部が収縮しており、前記第１の起立部および前記第２の起立部が形成されているこ
とを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様１２）
　態様１～１１までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、前記伸縮性
弾性部材の収縮が継続しており、前記第１の起立部および前記第２の起立部が形成されて
いることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様１３）
　態様１に記載されたペット用使い捨ておむつであって、
　前記伸縮性弾性部材における腹側方向の収縮力が前記股下域の前記吸収性コアに固定さ
れており、
　前記第１の起立部は、前記伸縮性弾性部材の収縮により、前記股下域の吸収性コアが起
立されて形成されることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
　（態様１４）
　態様１～１３に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記吸収性コアと前記おむつ長手交差方向上の端部との間に伸長状態で配置され、収縮
時に脚周りギャザーを形成する脚周り用伸縮性弾性部材を有することを特徴とするペット
用使い捨ておむつ。
（態様１５）
　態様１４に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記脚周り用伸縮性弾性部材の収縮により前記おむつ長手方向上の端部が起立される背
側起立部を有することを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様１６）
　態様１４～１５までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記おむつ長手方向上の前記吸収性コア非形成領域には起立シートが設けられ、
　前記伸縮性弾性部材の収縮により起立シートが起立し、前記背側起立部が形成されるこ
とを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様１７）
　態様１６に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記起立シートが胴周り用伸縮性弾性部材であることを特徴とするペット用使い捨てお
むつ。
（態様１８）
　態様１４～１７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記脚周
り用伸縮性弾性部材が収縮しており、前記背側起立部が形成されていることを特徴とする
ペット用使い捨ておむつ。
（態様１９）
　態様１４～１８までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、前記脚周り
用伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前記背側起立部が形成されていることを特徴と
するペット用使い捨ておむつ。
（態様２０）
　態様１～１９までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記脚周り用伸縮性弾性部材と、
　前記胴周り側伸縮性弾性部材と、
　前記脚周り用伸縮性弾性部材の収縮力と胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力とが交差する
収縮力交差領域と、を有することを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様２１）
　態様２０に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
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　前記脚周り用伸縮性弾性部材と、前記胴周り用伸縮性弾性部材とが重ねられていること
を特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様２２）
　態様２０～２１までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記おむつ長手方向上の端部には前記ペット用使い捨ておむつ装着時における外側方向
に湾曲した第１の湾曲部が形成され、
　前記収縮力交差領域には前記ペット用使い捨ておむつ装着時における内側方向に湾曲し
た第２の湾曲部が形成されることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様２３）
　態様２０～２２までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記収縮力交差領域は、前記腹側胴周り域に形成されることを特徴とするペット用使い
捨ておむつ。
（態様２４）
　態様２０～２２までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記収縮力交差領域は、前記背側胴周り域に形成されることを特徴とするペット用使い
捨ておむつ。
（態様２５）
　態様２０～２２までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記収縮力交差領域は、前記腹側胴周り域に形成された第１の収縮力交差領域と、前記
背側胴周り域に形成された第２の収縮力交差領域とにより構成されることを特徴とするペ
ット用使い捨ておむつ。
（態様２６）
　態様２０～２５までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットに装着する状態においては、すでに前記脚周
り用伸縮性弾性部材および前記胴周り用伸縮性弾性部材が収縮しており、前記収縮力交差
領域が形成されていることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様２７）
　態様２０～２６までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記ペット用使い捨ておむつを前記ペットが装着している状態においては、伸縮性弾性
部材の収縮および胴周り用伸縮性弾性部材の収縮が継続しており、前記収縮力交差領域が
形成されていることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様２８）
　態様１～２７までのいずれか１項に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記腹側胴周り域に設けられるとともに前記背側方向に端部を有するフラップ部と、
　前記ペット用使い捨ておむつにおける、前記おむつ長手交差方向の中間点上を横切る前
記おむつ長手方向であるおむつ長手方向中心線と、
　前記ペット用使い捨ておむつ上における前記おむつ長手方向中心線を２分した点である
おむつ中心点と、
　前記フラップ部に配置されるとともに所定の長さを有する止着部と、
　該止着部の前記長さが延在する方向である止着部長手方向と、該止着部長手方向と交差
する方向である止着部長手交差方向と、
　前記止着部と前記フラップ部の配置境界において、前記止着部における前記止着部長手
交差方向上の長さを２分した点である止着部中間点と、
　前記止着部中間点から前記おむつ長手方向中心線までの直線距離において、前記フラッ
プ部の背側端部を経由した最短の直線距離における前記おむつ長手方向中心線上の点であ
る最短直線点と、を有し、
　該最短直線点が前記おむつ中心点よりも腹側胴周り域側にあることを特徴とするペット
用使い捨ておむつ。
（態様２９）
　態様２８に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
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　前記最短直線点と、前記腹側胴周り域における前記おむつ長手方向上の端部と前記おむ
つ長手方向中心線が交差するおむつ端部中心点とを結んだ直線距離が、１７０ｍｍ～２５
０ｍｍであることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
（態様３０）
　態様２９に記載されたペット用使い捨ておむつにおいて、
　前記最短直線点と前記腹側胴周り域における前記おむつ長手方向上の端部と前記おむつ
長手方向中心線が交差するおむつ端部中心点とを結んだ直線距離と、
　前記おむつ長手方向中心線における前記背側端部と前記腹側端部の間の直線距離との比
率が、４５．５％～５０．０％であることを特徴とするペット用使い捨ておむつ。
【符号の説明】
【００７９】
　１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９
、１０００　ペット用使い捨ておむつ
　１００Ａ　おむつ長手交差方向上の端部
　１００Ｐ　おむつ中心点
　１００Ｙ１　フラップ境界線
　１００Ｙ２　おむつ長手方向中心線
　１００Ｚ１　内側表面
　１００Ｚ２　外側表面
　１１０、１１１０　腹側胴周り域
　１１０Α、１１１０Ａ　腹側端部
　１１０ＡＰ　腹側端部中心点
　１２０、１１２０　股下域
　１２０Ａ　脚周り端部
　１３０、１１３０　背側胴周り域
　１３０Α、１１３０Ａ　背側端部
　１３０ＡＰ　背側端部中心点
　１４０Ａ　フラップ部
　１４０Ｂ　本体部
　１５０、１１５０　腹側フラップ部
　１５０Ａ　おむつ長手方向交差方向上端部
　１５０Ｂ、１１５０Ｂ　背側端部
　１６０、１１６０　背側フラップ部
　１７０　吸収性コア非配置領域
　１７１　腹側起立領域
　１７２　背側起立領域
　１７３　股下起立領域
　１８０　収縮力交差領域
　１８１　第１の収縮力交差領域                                              
　１８２　第２の収縮力交差領域
　１８３　第２の湾曲部
　１８４　第２の腹側湾曲部
　１８５　第２の背側湾曲部
　１９０、１１９０　尻尾挿通開口
　１９１　開口用切込み
　２００、２０００　吸収性コア
　２１０　腹側端部
　２２０　背側端部
　２３０　おむつ長手交差方向側端部
　３００、３０１、３０２、３０３、３０４、３０００　止着部
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　３１０　自由部
　３２０　固定部
　３００Ｐ１　止着部中間点
　３００Ｐ２　最短直線点
　３００Ｌ　最短直線距離
　３００Ｘ　止着部長手方向
　３００Ｙ　止着部長手交差方向
　４００、４０１、４０１Ａ、４０１Ｂ、４０１Ｃ、４０２、４０２Ａ、４０２Ｂ、４０
３、４０４、４０５、４０６、４０７、４０８、４０００　脚周り用伸縮性弾性部材
　４１０、４４１０　脚周りギャザー
　４２０　第４の湾曲部
　５００　胴周り用伸縮性弾性部材
　５１０、５１１、５１２、５１３、５１４　腹側胴周り用伸縮性弾性部材
　５２０　背側胴周り用伸縮性弾性部材
　５３０　胴周りギャザー
　５４０　第１の湾曲部
　５４１　第１の腹側湾曲部
　５４２　第１の背側湾曲部
　６００、６０１、６０２、６０３，６０４、６０５、６０００　防漏シート用伸縮性弾
性部材
　６１０　収縮力固定部
　６２０　腹側収縮力固定部
　６３０　背側収縮力固定部
　６４０　第３の湾曲部
　７００　起立部
　７１０　腹側起立部
　７２０　背側起立部
　７３０　股下側起立部
　７４０　起立シート
　８００、８０００　防漏シート
　８１０　折り返し部
　８２０　防漏壁
　８３０　防漏シート固定部
　８４０　防漏ギャザー
　８５０　排泄物収容空間
　９００、９０００　止着領域
　９１０　液透過性シート
　９２０　液抵抗性シート
　９３０　外層シート
　Ｄ１　おむつ長手方向長さ
　Ｄ２　測定長さ
　Ｆ１　脚周り用伸縮性弾性部材の収縮力
　Ｆ２　胴周り用伸縮性弾性部材の収縮力
　Ｆ３　収縮力交差領域にかかる収縮力
　Ｘ　おむつ長手交差方向
　Ｙ　おむつ長手方向
　α　ペット
　α１　ペットの脚
　α２　ペットの背
　α３　ペットの腹
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